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Ver.1.2からの変更点

メニュー 詳細

エスカ管理（変更なし）

エスカ先案件欄にUNISCD欄を表示
Rise!成約時、“UNISCD”が自動付与されていない場合
に”UNISCD選択”ボタンでUNIS店舗を選択

手数料支払申請機能（変更）
対象商材のUNIS確定明細を選択し、手数料支払申請、
PDF印刷後、捺印申請を可能に

手数料支払い承認機能（変更なし）
承認者権限による承認機能
★支社Admin権限（支社総務/支社長）

パートナー開拓/パートナー管理（変更なし）

企業検索を前方一致→部分一致に変更
★あいまい検索を可能に

パートナー管理（変更なし）
パートナー分類に”代理店”を追加

★2019年9月完成物件より、パートナーへの支払申請が「入金」ではなく「UNIS確定時点」となりました。
※一部、保険、エネルギー商材は対象外
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エスカ管理（Rise!成約～手数料申請）

【Rise!】
成約

【BMS】
成約反映

【BMS】
UNISCD
確認/登録

【BMS】
UNISCD

有 【BMS】
支払予定
対象明細
確認

有

無

【BMS】
UNISCD

無

【BMS】
UNISCD
登録

【BMS】
手数料
支払申請

★エスカ先店舗成約～手数料申請まで

※UNIS確定明細が連携されると
【BMS】手数料支払申請に
UNIS確定明細が表示されます

手数料
支払用紙
にて申請

※

※個人宅、カラオケはUNIS確定後に「支払申請用紙」を事務センターに
送付（営業→支社長経由→事務センター）してください。

SJNK・エネルギー商材も「支払申請用紙」となりますが、入金ベースで
の支払いとなりますのでご注意下さい。

※UNIS確定後にBMSへ連携しますが、
連携後にRise！成約送信してもBMS
では表示されません。



5

手数料支払申請について（運用フロー図）

★手数料申請～手数料支払いまでのフロー

手数料支払申請書

捺印

捺印

支払処理

支払い

申請 BA営業

BA部課長

支社Admin
（支社総務/支社長）

事務センター

パートナー様

“手数料支払申請書”は、捺印後支社で
保管して下さい。原則5年。
“紙の申請用紙”についてはこれまで通り
第2営業日までに事務センターへ送付して下さい

お願い

BA営業/BA部課長

支社Admin
（支社総務/支社長）

事務センター

パートナー様

承認

承認

支払い

差戻し

申請

BMS

差戻し

事務センターによる”差戻し”についてはBMSで
再申請できません。
その際は”申請用紙”で再申請お願いします

お願い

1.手数料支
払い申請
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エスカ管理（紹介先UNIS CDについて）

紹介先店舗のUNIS CDを表示
★手数料申請確定前であればクリックでき、UNIS CDの
紐づけ店舗を変更することが可能です。
手数料申請を確定すると紐づけた
UNIS店舗の変更はできません。

UNIS情報

紐づけUNISの登録又は変更の際は、
正しいUNISCDを入力＋検索、
”UNIS CDを設定する”ボタンをクリックして下さい
★管轄支社＋検索で、管轄支社内UNIS明細を表示
※表示されるUNISは受注以降の明細となります。
“手数料申請確定”すると修正できません。

★紹介先店舗のUNIS CDの確認（登録、修正）

1.手数料支
払申請

①

③

②

④
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手数料支払申請について（画面説明）

★”手数料支払申請”ボタン
→パートナー様への手数料支払申請はこのボタンをクリックします

ステータス ステータス詳細

未申請 申請していない状態

差戻し 支社Admin又は事務センターによる対象明細差戻し

申請 営業が対象明細の”申請”ボタンを押した状態

承認 支社Adminが対象明細を”承認”した状態

事務C保留 事務センターが対象明細を確認している状態

支払処理中 事務センターが対象明細を処理確定（承認）した状態

支払完了 事務センターが対象明細の手数料支払を完了した状態

★支払いステータ
ス毎に案件を確認
できます

・商材単位毎に紹介元パートナー名、UNIS設置先情報、住所、契約商材、完成日、商材手数料、
支払ステータス、申請対象チェック、対象外（登録）を表示

★支払予定対象明細

Uレジ

1.手数料支
払申請
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手数料支払申請フロー1/4
(支払明細検索）

支払明細検索
申請対象チェック

（対象外登録）
支払申請

★申請対象明細の確認

手順①

・UNIS確定済の明細を検索します

“自分のエスカ案件のみを表示”に
チェックを入れます

支払ステータス
“未申請、差戻し”をプルダウンで選択

”検索”ボタンをクリックします

UNIS確定済の明細が表示されます
※一部商材対象外

①

②

③

④

紹介元パートナー、
紹介先設置情報を表示

1.手数料支
払申請

※D化等のチューナー取替・フレッツ紹介
→USEN光取替は表示されなくなりました。



手数料支払申請フロー2/4
(申請対象チェック）

支払明細検索
申請対象チェック

（対象外登録）
支払申請

★申請対象明細を選択

手順②

・手数料支払予定対象明細を選択します

申請する明細の“申請対象チェック”に
チェックを入れます※複数選択可

手数料支払の対象外明細は”対象外”ボタ
ンをクリックし”対象外登録”をします

①

②
申請する明細の確認時は必ず横スクロールで明細内容を確認して
”申請すべき明細”又は”対象外”登録するべき明細をご確認して下さい。
明細の右端に”申請””対象外”ボタンがあります

1.手数料支
払申請

① ②

・パートナー様からの紹介案件
ではない
・既に紙の申請用紙で支払
依頼済等

★対象外とは

9

クリックすると拡大表示されます

※1度、”対象外登録”すると二度と明細が復活しない
ので”対象外”登録する際は慎重に行なって下さい!
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手数料支払申請フロー3/4
(支払申請）

支払明細検索
申請対象チェック

（対象外登録）
支払申請

★手数料支払明細の申請

手順③

・手数料支払申請をします

“申請対象チェック”にチェックを入れた
ら”支払申請”ボタンをクリックします

“申請確認画面”で内容を確認。問題なけ
れば”支払申請確定”ボタンをクリック

①

②

“印刷プレビュー”をクリックし出力。自
分の印鑑を捺印し”上長に提出”します

③

※③は次ページで説明します

①

①

②

Uレジ

1.手数料支
払申請
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手数料支払申請フロー4/4
(支払申請）

支払明細検索
申請対象チェック

（対象外）登録
支払申請

★手数料支払案件の申請

手順③

・手数料支払申請をします

“申請対象チェック”にチェックを入れた
ら”支払申請”ボタンをクリックします

“申請確認画面”で内容を確認。問題なけ
れば”支払申請確定”ボタンをクリック

①

②

“印刷プレビュー”をクリックし出力。自
分の印鑑を捺印し”上長に提出”します

③
目
黒

★手数料支払申請書

自分の印を捺印

★印刷プレビュー

③

※印刷設定は次ページで
説明します

1.手数料支
払申請
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手数料支払申請書“印刷設定”について

★手数料支払い申請書“印刷設定”について

■オプション→”詳細設定”をクリックします

①■“ヘッターとフッター”のチェックはずず
②■“背景のグラッフィク”にチェック入れる
設定後、“印刷”ボタンを押して印刷します

★背景色が表示されます初期設定①

初期設定②

1.手数料支
払申請
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手数料支払申請（差戻し対応）

[差戻し理由例]
・支払い対象でない
・既に紙の申請用紙にて申請されている
・申請明細が重複している等

★差戻し時、”差戻し理由”が表記されますので、必要に応じてご対応をお願いします

1.手数料支
払申請
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FAQ（1/2)2.連絡事項

No Category Question Ansｗer

1
手数料申請対象
について

BMSで対応できない商材はどのように手数料申請
すればいいですか？

“紙の支払申請用紙”で対応します。個人宅、カラオケはUNIS確
定後に「申請用紙」を事務センターにメール送信（営業→支社長
経由→事務センター）してください。
SJNK・エネルギー商材も「申請用紙」となりますが、入金ベー
スでの支払いとなりますのでご注意下さい。

2
手数料申請出力
について

再出力したい場合はどうすればいいですか？ 再出力する場合は、”申請ID”ごとの出力となります。

3

手数料支払申請
について

一度”対象外”登録した明細は復活できますか？ いいえ、できません。該当案件が支払対象明細の場合は、これま
で通り”申請用紙”でご対応お願いします。

“対象外”はどんな時に登録しますか? ・パートナー様からの紹介でない
・既に手書きの”申請用紙”で支払依頼済等

4 手数料支払金額が規定金額外の場合どうすればい
いですか？

稟議などにより特例として規定外の支払いを行っている案件に関
しては、本部長決済の稟議書添付の上、”申請用紙”でご対応をお
願いします。

5
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FAQ(2/3)2.連絡事項

No Category Question Ansｗer

6

手数料支払明細
について

例）フレッツ契約とBGM契約が別のUNIS 
CDとなった場合、どのようになりますか？

例）BMSでは、UNISで紐づけたRise!CDを基にUNIS CDが登録され
ます。基本的に1顧客1UNIS CDがルールであり、1顧客に2つ以上の
UNIS CDとなった場合、管轄支店総務に相談の上、いづれかのUNIS 
CDに揃えるUNIS処理をして下さい。

その際、BMSの”支払申請対象”に未反映だった場合は、イレギュラー
対応として、”申請用紙”に記入する従来の運用となります。

7

6ページ記載の「UNIS紐づけ」をしたもの
の、誤ったUNIS CDを紐づけてしまった。
正しいUNIS CDに修正できますか？

手数料申請前であればUNIS CDの変更できますが、Rise！（ZEBRA）
には最新のUNIS CDは反映されません。
申請確定後の変更はできないため、変更がある場合は”申請用紙”にて
申請をおこなってください。支社による支払承認が間違ったまま申請
された場合は、該当案件を事務センターに共有してください。

8

同一顧客に保険商材を２契約（あんしん保
険とSJNK）したが、2商材分の手数料が支
払われるのか？

いいえ、手数料支払は保険商材複数であっても１回のみの支払いので
す。
また、あんしん保険はBMSに表示されますが、SJNKはBMSに表示さ
れませんので入金確認後、“申請用紙”での支払い申請になります。

9
手数料支払につ
いて

BMS及び書面での手数料支払承認は管轄支
社の分を行えばいいですか？

支社に紐づく所属メンバーの手数料支払申請の支払承認及び捺印をお
願いします。
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手数料支払いについて

8月以前にUNIS確定済みだが入金になって
いませんでした。BMSで支払できますか？

9/4までにBMSで支払申請していない顧客
について、9/6にデータ連携します。既に
手書きの「紹介用紙」で申請済みの場合は
「BMS支払明細検索画面」にて「対象外」
にしてください。

No Category Question Ansｗer

10 手数料支払について

Uレジ×BGMセットの場合、手数料申請金
額はどうなりますか？
同様にヒトサラ×BGMセットの場合はどう
なりますか？

56期よりUレジ×BGMセット等、セット商
材の手数料は一律3,000円となりました。

BGMの加入金が10,000円以上で確定されて
いる場合はBMSにて10,000円で申請可能で
す。

11 手数料支払いについて

MP-100一時設置の際の手数料について 2019/09より
MP-100一時設置の段階で支払対象となり
ます。加入金10,000円以上有無の判断も本
設置ではなくMP-100設置時に行い申請し
てください。本設置後の明細は表示されま
せん。

16

FAQ(3/3)2.連絡事項



BMSで申請しないイレギュラーな案件は、

UNISで確定確認できた商材（一部商材除く）を”申請用紙”で申請（稟議書添付）して下さい。

※UNIS受注状態で申請するのは不可です。最終、支社総務にてご確認をお願いします。
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注意事項2.連絡事項

申請時のルール

上記ルールを徹底の上、運用をお願い致します。

RISE!でエスカのSPOTを作成する際は、必ず同一SPOTがないか検索をおこなってから、新
規作成をおこなってください。

検索をおこなわずにSPOT作成をおこなうと同一の重複SPOTが何個も存在することになり
どれが正しいエスカが分からなくなり手数料申請に不具合をきたす原因の1つとなります。

既に存在しているSPOTの作成は絶対に行わないでください。

SPOT作成のルール



BMS問い合わせは下記アドレスにお願いします。

bmsml@usen.co.jp

mailto:bmsml@usen.co.jp

